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 当会では、精神障碍者が共に普通に暮らしていける地域社会の実現を目指しています。 家族の思いを分かちあう交流会、お

よび勉強会、一般の方々の理解と協力を得るための活動、障碍者がより質の高い生活を送るための支援などをおこなっています。 
 

―皆さまのご参加をお待ちしています― 

〇 家族交流会・ 他の家族の方々とお話してみませんか。                     

・ 日時：第4金曜日13：30～16：30   

・ 場所：区民・産業プラザ（ココネリ）3階 研修室5（練馬駅北口1分）です。 

★2月 23日（金）の交流会は16日（金）、ココネリ研修室4 に変更して開催します。  

・ 初めての方は事前にご連絡ください。 

〇 電話相談：精神障がい者相談員による電話相談が始まりました。連絡先は8ページをご覧ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

 

 

新年明けましておめでとうございます。新年は干支でいうと戌年で、前年は酉年で「商売繁盛」のあと

になりますので収穫後の年、アフターフォローの年となります。 

旧年中は、会員の皆様、区行政ご担当の方々及び関係諸団体の方々にはひとかたならぬご厚情を賜り、

誠にありがとうございました。今後共格別のご支援を賜りたくお願い申しあげます。 

昨年末は、マル障問題（注）即ち精神障碍者に対する医療費助成の請願書（13，166名の署名を付けて）

が都議会平成29年第4定例会会期ギリギリの 12月15日都議会請願番号：28/51号として付託され、 

1月10日（火）の新宿西口での街頭署名運動を経て、本年 3月31日全会一致で承認されました。現在、

東京都の平成30年度予算に障害者手帳所持者 3級までの助成を訴えて、先月 11月16日の都民集会を

経て,予算化に向けて鋭意運動中です。対象は、精神保健福祉手帳所持者（平成 27年度現在）50千人を

目指していますが、最低でも 1級3千人、2級 25千人 合計28千人（全体の 57％）を要求していま

す。 

（注）マル障とは：東京都の障害者施策の一つで、心身障害者医療費助成制度の精神障碍者を対象にす

る運動です。東京都は 1974年（昭和 49年）に創設し、身体障害者 1，2級、知的障害者1，2度の人

への医療費助成が行われていますが、東京都以外の都道府県では、精神障碍者へも医療費助成事業が進

められています。精神障碍者には以来 43年間適用されていません。 

東京都では、 

以下は、平成29年度の動きを順を追って見ていきます。 

1．  練馬区の精神障碍者に対する心身障害者福祉手当（区事業）支給が決定。 

平成28年5月 30日にて提出した陳情書が、実に 1年振りの本年 6月15日区議会健康福祉委員会で全

会一致で採択されました。今年の予算要望には何人かの方々のご協力を頂き有り難うございました。 

8月24日の自民党、公明党を皮切りに要望書を提出しました。この後、民進党・無所属、都民ファー

ストの会、日本共産党と続きます。生活者ネットワーク、市民の声ねりま、市民ふくしホーラムには別

途要望書を届けました。 

 

 

 

・練馬家族会のホームページに是非お越しください。なお、ＵＲＬは http://www.nerima-kazokukai.net です。 

昨年からホームページに会報がアップされています。ご覧ください。 

・会員投稿に関しては、法令、制度や固有名詞等以外の「障害」表記は原則として「障がい」または「障碍」とします。 

 

 

新年のご挨拶 

                       NPO法人練馬精神障害者家族会 理事長  松澤 勝 
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されました。 

同改正案に対する参議院での審議において、附帯決 

議においては、改正案が特定の事件の発生を踏まえた

犯罪防止を目的とするものではなく、精神障碍者に対

する医療の充実を図るものであることを確認すると

ともに精神保健医療が犯罪の防止や治安維持の役割

を担うとの誤解や懸念が 生じることのないよう留意

することが求められました。 

なお、同改正案は衆議院に送付されましたが、第 193

回国会の閉会に伴い継続審査となり次の今国会へ上

程される予定ですが、今後共注目すべき案件です。 

年末を目前に控えた12月25日、大阪府寝屋川市で精

神障碍者自宅監置事件が報道されました。「座敷牢」

が大都会の真ん中に存在していた事に驚いています。

この事件も日本の精神障碍者の現実の一端であるこ

とを考えると、辛いものがあります。今年は、呉秀三

の「私宅監置」報告書 100周年の年でもあります。 

4.  練馬区障害者団体連合会活動状況 

平成29年年度は、安部井 聖子氏（練馬区重症心身

障害児（者）を守る会）が会長に就任しました。今期

は、練馬区第 5期障害者福祉計画の策定に向け、障碍

者団体へのヒアリングを実施し、障団連を通しても要

望を提出してきました。 

障団連は、障碍の種別を越えた 10団体で構成し、今

年で9年目の活動に入りました。一昨年から「共に生

きよう 練馬で」のテーマで、区民の理解・共感を得

るための施策を実施して来ました。平成 29年 10月に

は、昨年の視覚障碍者の理解を深める講演会に続き、

「聴覚障害者の社会生活」と題し講演会を開催しまし

た。 

来年度は、当会が障団連会長職を担当する予定です

が、来年度の障団連創立十周年を控えての準備の年で

もありますので、その運営に当たり皆様方のご支援、

ご協力をお願いします。            

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

途要望書を届けました。 

「支給対象者として精神障害者福祉手帳所持者三級

までとして頂きたい」という点が重要な点です。 

必要予算（最大）：535，866千円 

（2，881人Ｘ186，000円） 

練馬区の精神障害者保健福祉手帳交付件数 

（平成 27年度） 

1級    143名 5．0％ 

2級  1，483名 51．5％ 

3級  1，255名 43．5％  合計 2，881名 

予算化に必要な予算（概算）一人当 15，500円/月Ｘ

12＝186，000円。 

2． 家族交流会は、従来からの第 4金曜日午後の開 

催場所として、参加者の利便向上のため、ココネリ

の研修室での開催が定例化しましたが、來年度も引

き続きココネリ研修室で開催します。 

交流会での講演プログラムは次の通りでした。（ ）

内は会報掲載月。これもアフターフォローです。 

・2017年1月 27日「就労支援プログラムとリカバ

リーキャラバン隊」中原さとみ氏（会報 4・5月号） 

・2017年2月 24日「KAZOC（かぞっく）訪問看

護」渡邉 乾氏（会報 6・7月後） 

・2017年6月4日「オープンダイアローグと薬の使

い方」森川すいめい氏（会報 8・9月号） 

・2017年6月 23日「精神科救急体制と地域移行支

援について」大島貴臣氏（会報 10/11月号） 

・2017年9月 22日「オープンダイアローグ実践編

―体験」三ツ井直子氏（会報 12・2018年1月号） 

3． 精神保健福祉法改正の動きの中で、平成 28 年

7月 26 日、相模原市の障碍者支援施設「神奈川県

立津久井やまゆり園」において、入所者が刃物で刺

される等により、19 名が死亡し 27名が負傷した。

この事件の被疑者は同施設の元職員であり、平成 29 

年 2月 24 日に起訴されました。 

改正案は、検証・検討チームにおいて明らかとなっ

た現行制度上の課題の対応として、措置入院から退

院した患者に対する継続的な医療その他の支援を充

実させることを制度化するものであるとの見解が述

べられる一方で、精神碍害の有無と相模原事件の因

果関係があるか どうか分からない中で改正案が提

出されたことは道筋が違うのではないか、相模原事

件の被告人に措置入院歴があったことにより精神障

碍者の問題にすり替えられた等の見解が述べられま

した。 

また、措置入院に関連して、地域における精神障碍

者の支援体制に関して関係行政機関等と協議する

「代表者会議」に警察が参加することの危惧が指摘 

 

 

 

豊玉障害者地域生活支援センターきらら主催 

誰でも参加できるSST 

(Social Skills Training=社会生活技能訓練)  

日時：平成 29年2月3日（土）14：00～17：00 

場所：豊玉障害者地域生活支援センターきらら交流室 

講師：吉田みゆき氏 同朋大学准教授 SST普及

協会認定講師 精神保健福祉士 
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NPO法人練馬家族会 勉強会 

     成年後見制度と遺産相続 

日時：平成 29年11月24日（金） 14:00～16:30 

場所：練馬区区民・産業プラザ 3階 研修室 5 

講師：井上雅夫氏 

（年金トータルサポート・コスモ会員、社会保険

労務士、終活アドバイザー、東京家裁調停委員 ） 

私は終活アドバイザーをやっているのでまず終活に

ついて触れる。終活とは人生の終わりに向けて前向

きに生きる事、今をよりよく生きる活動で最期をい

かに充実したものにするかであり、いかにして次世

代に引き継ぐかという事である。具体的にはエンデ

ィング・ノートを作るとか、介護・認知症への対応

をどうするか、物品や社会的な関係の生前整理、財

産分与、遺産相続、最期はどのように葬儀したいの

かという葬儀の準備等がある。 

 日本の高齢化社会の実態を見てみると、平均寿命

は、男性が 80.6歳、女性は 86.8歳。65歳の人の平

均余命は男性 84.3歳、女性は89.2歳である。また

少しでも不自由になってきたと感じるまでの健康寿

命は男性が 71.2歳、女性は 74歳となっている。介

護等にかかるようにかかる期間は平均 5年程度と言

われている。 

まず相続について述べる 

死亡すると 7日以内に死亡届を出し、火葬許可書を

もらって火葬し埋葬許可書もらう。 

相続で最初にやらなければならないことは、亡くな

った人の戸籍をさかのぼって調査し、推定相続人を

定める事である。 

ここで遺言書が無ければ、遺産分割協議書を作らな

ければならない。その協議が不調の場合、家裁によ

る調停や審判となる。まとまれば遺産分割協議書に

よる分割がなされ、不動産・預貯金等の名義変更等

を経て、亡くなってから10ヶ月以内に相続税を申告

する必要がある。10ヶ月を過ぎると様々な特例・優

遇制度が使えなくなるので気を付けないといけな

い。 

遺言書が無ければ基本的には法定相続分で分けると

になるが、協議により分け方は自由である。その協

議したものを記載したものを遺産分割協議書とい

う。遺産分割協議書作成には、生前に特別に贈与を

受けたりした特別受益と、財産の形成に寄与した寄

与分を検討しなければならない。遺産分割には期限

がないが相続税の納付は 10ケ月以内なのでそのこ

とを考慮する必要がある。 

協議書作りにあたっての注意事項は、意見を表明で

きない障碍者がいる場合は後見人が必要であり、そ

の人を含めて全員の参加によって決める。 

 

 

 

何回作っても、やり直しても構わない。協議がまと 

まらない場合は家裁の調停になる。料金は 1,200円で

ある。調停がまとまらないと審判になる。審判の決定

は、法定相続分によって分けるやり方が一般的であ

る。 

相続は、特に問題なければ法定相続分によって分ける

ことになる。ここで遺留分という問題がある。遺留分

とは、遺言書で全くもらえない相続人がいた場合、そ

の人に法定相続分の 2分の 1を保証する制度である。

但し相続人が兄弟のみの場合は遺留分は無いし、父母

のみの場合は 3分の 1となる。もし遺留分が法定分よ

り少なければ、遺留分減殺請求をして少ない分を請求

できる。これは口頭で良い。遺留分の放棄は、相続開

始前の放棄は裁判所の許可を得ない限りできない。 

 次に遺言についてであるが 遺産の分け方には次

の3通りがある。①現物分割で、財産をそのまま分割

する。②代償分割といい、多くもらった人が少なくも

らった人に自分の財産で保証するというやり方であ

る。③換価分割で、物をお金に換えて分割する方法で

ある。 

 遺言書を書く場合のメリットとしては①遺留分を

侵害しない範囲において法定相続分に優先し自由に

配分できる事である。②土地・建物は誰に上げるとか

財産の割付ができる事があげられる。 

 遺言書が必要となるパターンとしては次の 7ケー

スがある。①子供のいない夫婦は、配偶者以外にも財

産が行くのでそれを阻止したい場合には必要 ②再婚

した人 ③事業を円滑に次世代に引き継ぎたい場合 

➃法定相続人以外に財産を分けたい人 ⑤独身者 ➅

法定分とは異なった配分をしたい人 ⑦法定相続人が

誰もいない人である。 

また遺言書の種類としては次の 2通りの方法がある。 

一つは自筆証書遺言である。手軽にでき、誰にも遺言

の内容を知られないというメリットはあるが、①勝手

に開封すると無効になる事があるので、相続人全員が

そろった段階で裁判所の検認を受けなければならな

い ②日付の問題等形式が満たされていない場合等法

的に無効になる事がある ③紛失・偽造の可能性が発

生するというデメリットがある。 

二つ目は公正証書遺言である。これは遺言者が、2名

の立会証人のもとで公証人に遺言の趣旨や内容を伝

え、公証人がそれを書面にし、署名・捺印して作成す

る物である。このメリットは①形式が満たされている

ので、それで無効になることは無い②偽造や隠匿の心

配がない ③遺言検索システムで検索が可能となる 

➃検認手続きが不要であるというメリットに対し、デ

メリットは①証人が2人必要で手間と一人1万弱ほど

の費用がかかる②公証人と証人に遺言の内容を知ら

れてしまうという事がある。 
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　寄り添う　心と　こころ
　　精神科急性期治療、高齢化社会に対応した認知症治療病棟
　　　専門医師とスタッフたちが愛情込めて適切に対応します

（交通のご案内）
   武蔵関駅(西武新宿線)より　徒歩15分　又は関東バス｢荻窪駅行き｣｢三鷹駅行｣にて ♥ ♡ 　ここは　武蔵野サンクテュアリ　♡ ♥

　慈雲堂前下車徒歩３分 　医療法人社団じうんどう 慈雲堂病院
   大泉学園駅(西武池袋線)より　西武バス｢吉祥寺駅行にて関町北一丁目下車徒歩10分 　院 長   田　　邉　　英　　一

　　東京都練馬区関町南4-14-53
（診療科） 　　〒177-0053 　℡. 03(3928)6511
　精神科　内科 　　homepage: http;//www.jiundo.or.jp/
（併設など）訪問看護ステーション　精神科大規模デイ･ケア/デイナイトケア　グループホームまいとりぃ

 

このように二通りあるが私としては公正証書遺

言をお勧めする。 

次に遺言書作成の基本的ルールについて述べる。

①遺言をする人が遺言能力がある事（認知が進ん

でいない事）②自筆証書遺言の場合は全て手書き

でなければならないし、一人のみで書く（夫婦連

名は無効）③日にちをはっきり書く（何月吉日は

無効）④最新の遺言書のみ有効で、遺言書作成は

満 15 歳以上で可能である 

 そして遺言書作成の手順は、①財産の内容の把

握、不動産は登記簿を見て間違いなく書く②戸籍

謄本を取って法定相続人の確定や遺贈先の検討 

③分割方法や遺言執行者を決める④信頼できる

人に遺言書の保管場所や内容を教えておく ⑤定

期的な見直しが必要である。 

 ここで遺言書作成の注意点であるが、①財産を

もれなく記載し、誰にどれをどれだけあげるかを

ハッキリと書く ②預貯金は金額が変動するので

割合で分割する ③生前にもらった特別受益を相

続財産の中にカウントする ④財産形成や介護を

行ったことによる寄与分を考慮する ⑤遺留分を

侵害しないよう注意する ⑥財産を送りたかった

人が先に亡くなることもあるので、その際の配分

先も決めておく（予備的遺言）⑦遺言執行者を決

めておくと死亡後の事務処理がやりやすいとい

うことがあげられる。 

 以下次号へ続く（次号は相続税制と後見制） 

              （文責 HK 生） 

 

 

 

れた 4 名（下記②）の方々の表彰が行われ、区長

から表彰状が授与された。 

① 障碍者福祉の向上に功績のあった方 

１．冬木邦二：社会福祉法人 未来･練馬 ねり

ま高松事業所施設長 

２．菅野和子：練馬区重症心身障害児（者）を守

る会副会長 

３．的野碩郎
まとの せきろう

：練馬区視覚障害者福祉協会会長 

４．幸毛カズエ：被爆者練馬の会理事 

② 障碍者で地域で活躍された方 

１．池田幸加里：日本ケンタッキーフライドチキ

ン（株）店内での調理作業、清掃、商品準備

等の業務に従事 

２．高野友子：NPO 法人練馬区障害者事業所こ

ぶし事業所で 30 年に亘り清掃業務に従事 

３． 茂木港亮：（株）中川化学ドライクリーニ

ングに永年勤務 

４．川野健太：会社員として勤務しながら、日本

ろう自転車競技協会に属し、今年 7 月のトル

コ第 23 回夏期デフリンピック競技大会に日

本代表として出場 

（同君の次のような挨拶は印象的だった） 

聴覚障碍者の人たちは、実は昔はパラリンピック

に参加してたが、独自路線に進むことで、デフリ

ンピックの運営組織（国際ろう者スポーツ委員

会）がパラリンピックの運営組織(国際パラリン

ピック委員会)から離れたのが 1995 年。 

それ以降は、聴覚障碍者はパラリンピックに参加

できていない。この背景があるから、開催年や開

催場所もオリンピックやパラリンピックとは違

っています。 

夏季大会と冬季大会があって、夏季大会は 2017

年にトルコで開催。 

冬季大会は 2019 年に開催。それぞれ 4 年ごとに

開催される。  

皆さんに是非共デフリンピックのことを知って

頂きたい。             （松沢） 

 

                 

 

 

第 41 回練馬区障害者福祉大会― 

練馬区独立 70 周年記念事業 

日時：平成 29 年 12 月 2 日（土）午前 10 時 

場所：光が丘区民センター3 階多目的ホール 

区長出席のもと、吉岡障害者施策推進課長の司会

で始まった。 

例年通り、障碍者福祉の向上に功績のあった 4

名（(下記①)の方々、及び障碍者で地域で活躍さ 
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～心の扉を開く医療がここにはあります～ 
                    医療法人財団厚生協会 

                 大 泉 病 院 
 

≪診療科目≫ 精神科・神経科・心療内科・歯科 

〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町 6-9-1 

Tel・03-3924-2111（代表）  Fax・03-3924-3389 

★診療について★  

受 付  午前 9：00～11：30 午後 1：00～3：00 

診療日  月曜日～土曜日（水曜日は午前のみ） 

休 診  水曜日午後、日曜日、祝祭日、年末年始 

受付時間内は、経験豊富な専門医が常時 2～3名担当しております 

 

都市型病院を 

     目指す 

 

 きらら風便り 

豊玉地域生活支援センター所長 菊池 貴代子氏 

～きららも 15 年目を迎えました～ 

練馬家族会のみなさま、あけましておめでとう

ございます。2018 年は「戊戌」年です。戊戌年に

充て、15 年目のきららは、新たな芽吹きを迎えて

成長していくために、こつこつと目標に向かい努

力前進していきます。本年もみなさまとともに、

誰もが安心して暮らせる地域となるように、つな

がりながら取り組んでいきます。よろしくお願い

いたします。 

あらためまして、昨年は練馬家族会のみなさん

との絆を強く感じた 1 年でした。きらら運営委員

会で「きらら開設」までの家族会のみなさんの取

り組みをお聴きし、きららを大切に育てていこう

と、改めて職員・メンバーと気持ちをひとつにし

ました。また、11 月酉の市には応援に来ていただ

き、共催の講座である「誰でも SST（ソーシャル

スキルズトレーニング）」でも多くの家族会のみな

さんに参加いただきました。 

昨年の「酉の市」は、販売場所が変わり慣れな

いなかではありましたが、サンドイッチマンの恰

好をして案内をするなどのメンバーの準備・アイ

デアや、家族会のみなさんの「きららのお汁粉お

いしいですよ」との呼び込みにより酉の市を盛り

立てることができました。毎年きららのお汁粉を

楽しみにしている人たちも、「探したのよ」と新し

い場所を見つけて来てくださいました。 

12 月に開催した「誰でも SST」では、きららメ

ンバー・家族、地域の人たちが、それぞれの視点

や経験を背景にアイデアを出し合ったセッション

ができました。メンバーからは「家族の気持ちを

知ることができた」との感想が聞かれました。課

題を出し練習した人や参加した人たちの次の一歩 

 

 

 

 

 

 

につながり、本当の意味で様々な人が参加する

「誰でも SST」となりました。 
 

    

 

誰でも SST の様子 
 

 

酉の市で餅を焼いています 

 

障害者フェスティバルに参加して 

日時：平成 29 年 12 月 2 日（土）10 時～16 時 

場所：光が丘公園 ふれあいの径 

12 月 2 日の障がい者フェスティバルは初冬の

快晴の光が丘で開催されました。私は練馬家族

会のブースでお手伝いさせていただくのは初め

てでしたが、皆様の和気あいあいとした雰囲気

の中で楽しく参加させていただきました。 

メインの甘酒を頂いたら、とても美味しく生

姜が少し効いて身も心もホッとする温かな味わ

いでした。午前中は練馬区長さんもお立ち寄り

いただき、大変賑わいました。また、バザー商

品もよく売れ、たくさんのお客様が練馬家族会

のブースに来てくださいました。午後は冷たい

風が吹きすさび、追加で作った甘酒もすぐにな

くなるくらい、まさに飛ぶように売れていき、

おかげさまで完売いたしました。 

事前に準備された皆様、そして当日お手伝い

してくださった皆様、最後の片づけをしてくだ

さった皆様、ほんとうにありがとうございまし

た。 

今回、微力ですがお手伝いさせて頂き皆様と

時間を共有できて楽しかったです。  （吉井） 
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 お母さんと一緒に参加して下さって、ありがと

うね。 

フェスティバルの運営委員として準備から当

日の見回り、いろいろご配慮下さった工藤さん、

お世話様でした。枯葉の感触をなつかしんでは

いられない。自転車で来ていた轡田さんと志村

さんが 45ℓのごみ袋を手分けして持ち帰ってく

れるのです。いつもの事ですが・・・。   

尚、バザーの出品物を来年から縮小するか（衣 

類、小間物、陶器、バッグ類、本）、12 月の理事

会で議題になり検討することになりました。 

             （渡邉） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障害者フェスティバル 雑感 

12 月 2 日（土）障害者フェスティバルが光が

丘公園“ふれあいの径”で開催。当家族会は例年

通り、甘酒とバザー用品の出店で参加。 

前回まではバザー用品の担当してましたが、今

回は甘酒づくりにまわりました。途中ハプニング

がありハラハラした場面もありましたが、志村さ

んとア・ウンの呼吸でがんばり何とかのりきりま

した。お父さん達の呼び込み？お声がけもあって

助かりました。「2 つ下さい。」「3 つ下さい。もう

ひとつ追加・・・。」と、売れゆき上々で時間ま

でに完売。 

                   

 

今年も 1 年の締めくくり、望年会がやってき

ました。場所は例年通り光が丘の調理室。参加者

は当事者の方も含め 26 名でした。10 時開会で買

い出し班と準備･調理班に分かれ始まりました。

今年のメニューは炊き込みご飯･けんちん汁･野

菜サラダ･唐揚げ･ピザ･ケーキです。皆さん手際

よく楽しみながら調理が進んでいきます。買い出

しから帰ってくると、ごぼうを炒める等良い匂い

が漂い、もうたまりませんでした。 

 つきっきりでバザーの担当をして下さった高

橋さん、ありがとうございました。後片付けも、

それぞれの備品、仕分けしての袋詰め。途中から

参加して下さった新しく会員になられた吉井さ

んの手際よい整理。自家用車で荷物の運搬をして

下さる依田さんより、駐車場で車で待ってますと

携帯に連絡あり、手荷物で運ぶ人、代車で運ぶ人。

いつも家族会の行事参加で感ずるのは、後始末の

手際よさと連係プレー。現場に残った人たちで最

後の片付け。竹箒で落ち葉を掃き集め、チリトリ

がなかったので私は素手でごみ袋に。カサカサと

感触のいいこと。枯葉に素手で触れたのはいつの

事だったか。何かいい経験をしたみたいで、嬉 

しい気持ちになりました。T 君、K 君、いつも 

 温ったか～い 

あまざけ～ 

 

 

2017 年の締めくくり・望年会 

平成 29 年 12 月 23 日（土）10 時～15 時 

光が丘区民センター 2 階 調理室 
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ご馳走が並び松澤理事長の挨拶の後、楽しい

会食が始まりました。しばし歓談の後は恒例の

ビンゴ大会です。今年は少し趣向を変えて「日

本列島地名ビンゴ」です。紙に 47 都道府県名の

中から 3 つ選んで書きます。呼ばれた都道府県

名がその中にあったら○をつけます。○2 つがリ

ーチ、3 つがビンゴです。「旅行してみたい所だ

から」「ふるさとだから」など選んだ理由も様々

です。 

ドキドキや歓声の混じり合う中、見事「ビン

ゴー！」の第一声をあげたのは S さん。今年も

カメラマンや会議出席等、家族会運営の為に沢

山ご尽力頂きました。「リーチまできたのに」「全

然出ませーん」等の声は例年の数字ビンゴと同

じで皆さんとても盛り上がっていました。そし

て会員のご子息の方々。地名クジを引く大役の

K 君、皆の注目の的発表者の Y 君、発表された

地名カードを受け取り日本列島の地図上に探し

て置いていく T 君。お手伝い大変ありがとうご

ざいました。3 人のチームワークで止まる事なく

スムーズに進行し、見事日本地図を完成させる

事が出来ました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケーキ出し忘れなどハプニングなどもありま

したが、皆様のおかげで何とか無事今年も望年

会を終える事が出来ました。 

いつも飲み物を差し入れしてくださる Y さ

ん、美味しいお米を届けて下さった渡邉さん、

段取りから献立作成、調理指示等すみずみにま

で気を配って下さった工藤さんはじめ、皆様沢

山のご協力ありがとうございました。 （志村） 

                              

           

    

        

 

 
 

 

今日も和やかなうちに望年会が終わりました。 

保健所の会に出席した時のことを想い出します。 

“あー、自分の子共の病状の話をして受け入れて

くださる人達、わかってくださる人達がいるのだ

ー”というホッとした気持ち、安堵感が今でも忘

れられません。それまでの私はそういう場を持ち

ませんでした。 

会に出席していると同じような症状を抱えそし

てその症状を受け止めて精一杯生きていらっしゃ

るのだということが伝わってきて、私もまたガン

バルゾーというエネルギーをもらって帰ります。    

 そしてお子様たちが社会人として働いていらっ

しゃるというお姿は、いずれ吾が子も社会と接し

ていけるかもしれないという夢というか希望をも

たらしてくれます。 

会に、そして皆様方に深く感謝しております。           

（RW）  

12 月 23 日、光が丘区民センターの 2 階調理室

で望年会が開催されました。たくさんのご家族と

当事者の方、総勢 26 名の方々が参加され、女性

の方々が中心となって調理をいたしました。 

松沢理事長の乾杯の挨拶の後、肩を寄せ合うよ

うなテーブル席で近くに座られた方々と歓談しな

がら美味しい食事をいただきました。楽しい県名

ビンゴ大会ではステキなプレゼントが山のように

あり一喜一憂いたしました。思いがけず私も来年

の手帳が当たりました。 

望年会のメニューはクリスマス前ということも

あり、炊き込みご飯、けんちん汁、サラダ、から

揚げ、ピザ、さらに飲み物、ケーキが出てお腹い

っぱいになりました。 

事前に用意していただき段取りを組んでくださ

った皆様、後片付けやゴミを処理してくださった

皆様、ありがとうございました。また、参加する

予定だったのに風邪で参加できなくなった息子に

炊き込みご飯のおにぎりとけんちん汁まで頂き、

皆様の優しいお心遣いに心から感謝しておりま

す。帰宅してから手帳とともに息子にあげたとこ

ろ、大変喜んでおりました。次回は体調を整えて

参加してみたいと申しておりましたので、よろし

くお願いいたします。         （吉井） 

 
 

 

 
 

   

 

日本都道府県のビンゴ、とても楽しかったです。 

当たったパンダの物入れは母親が薬入れにしてい

ます。食事の時、戦争の話などが聞けて、勉強に

なりました。 

食事も美味しかったです。 

いい一日となりました。 

ありがとうございます。        （MT） 

できあがった日本地図 

 ビンゴ！！もらったよ！ 
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NPO法人練馬家族会 入会のお誘い 

・隔月１回発行する会報をお届けします。 

“みんなねっと”をご希望の方は事務所までご連絡ください。 

・毎月行なわれる交流会、勉強会及び、福祉施設見学会（年

2 回）、講演会（年 3 ～4 回）にご参加いただけます。 

・その他、随時おこなわれる行事には家族揃ってのご参加を

お待ちしています。         

・会  員：年会費 9,000 円（個人、但しお支払い 

 方法は一括払い、4,500 円の 2 回分割払いでも結構     

 です） 

・賛助会員：年会費 3000 円（団体可／一口） 

＜振込先＞ 

三井住友銀行 中村橋支店  

普通預金 口座番号 1588974 

口座名義：特定非営利活動法人練馬精神障害者家族会     

NPO 法人練馬家族会 2・3 月スケジュール 

■2 月 10 日（土） 

2017 年度第 11 回運営＆理事会 時間：14：00～17：00 

場所：NPO 法人練馬家族会事務所 

■2 月 16 日（金） 

2017 年度第 11 回家族会交流会 

時間：13：30～16：30 

場所：区民・産業プラザ（ココネリ）3 階 研修室 4 

■3 月 11 日（土） 

2017 年度第 12 回運営会議・理事会 

場所：NPO 法人練馬家族会事務所   

時間:14:00~17:00 

■3 月 23 日（金） 

 2017 年度第 12 回練馬家族会交流会 

 時間：13：30～16：30 

 場所：区民・産業プラザ（ココネリ）3 階 研修室 5 

区内各保健相談所「家族の集い」2・3 月スケジュール 

※初めての方は、事前に、各保健相談所の家族教室担当保健師か、地域の担当保健師にご連絡ください。 

2 月 7 日（水）  3 月 休み    14:00~16:00 

光ヶ丘保健相談所 光ヶ丘 2-9-6  電話 03-5997-7722 

2 月 9 日（金）  3 月 9 日（金）  13:30~15:30 

関保健相談所  関町東 1-27-4  電話 03-3929-5381 

2 月 20 日（火）   3 月 20 日（火）  14:00~16:00 

北保健相談所  北町 8-2-11   電話 03-3931-1347 

2 月 20（火）   3 月 20 日(火)    10:00~12:00 

大泉保健相談所 大泉学園町 5-8-8  電話 03-3921-0217 

2 月 26 日（月）  3 月 26 日（月）  14:00~16:00 

石神井保健相談所 石神井町7-3-28 電話03-3996-0634 

2 月 26（月）   3 月 26 日（月）   14:00~16:00 

豊玉保健相談所 豊玉北 5-15-19  電話 03-3992-1188 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
大泉学園北口徒歩 3分 

医療法人社団地精会   

    

大泉 金杉クリニック 
 

神経科・精神科・心療内科 

 
～精神科デイケア･ナイトケア･訪問看護～ 

http://www.kanasugi-clinic.com 

℡ 03-5905-5511（予約制） 

 

 

きらら、練馬家族会、年金トータルサポート・コスモ共催 

障害年金の基礎知識 

～受給のための 3 つのポイント～ 

日時：平成 30 年 2 月 25 日(日)14：00～16：30 

場所：豊玉障害者地域生活支援センターきらら 交流室 

講師：本橋 秀次氏・社会保険労務士、飛田 隆志氏・社

会保険労務士（年金トータルサポート・コスモ会員） 

対象：当事者・家族 

※豊富な事例をあげて説明下さいます。 
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★2 月の家族会・交流会は日にちが 

2 月 16 日（金）13：30～16：30 

に変更になります。 

（交流会は通常第 4 金曜日に行われ

ていますが、2 月 23 日（金）は東京

つくし会創立 50 周年記念式典・祝賀

会が予定されているため、        

変更になりました。） 

 

―精神障がい者相談員が電話で相談を伺います― 

・練馬家族会事務所への電話相談： 電話番号 03-3994-3382  火・水・金 13：30～16：30 

・携帯電話への相談： 松 沢  勝 070-4097-2801  月～金  10：00～17：00 

轡田 英夫 070-3975-9372  同上  渡邉ミツ子 070-3965-8791  同上   

工藤 邦子 070-3991-4924  同上 ・携帯電話は受信専用になっていることをご了承下さい。 

 
 


